
寄付の流れ 

（日本私立学校振興共済事業団を通じて、本学園にご寄付される場合） 

 

１ 寄付申込み用アドレス contribution@shitoku.ac.jp 宛に以下の事項を記入して送信し

てください。 

  ①法人名 

  ②住所 

  ③連絡先（ご担当者様と連絡先電話番号） 

 

２ 寄付申込書の送付 

本学園より送付いたします「寄付申込書」の所定の項目をご記入の上、返送ください。 

        

３ 寄付金のお振り込み 

「寄付申込書」をご送付いただいた後、振込口座をお知らせしますので、本学園指定の銀行

口座にお振り込み下さい。 

 

４ 受領書のお受け取り 

日本私立学校振興共済事業団から「受領書」が届き次第、お送りいたします。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 法人税の申告手続き 

上記の方法によりご寄付いただくことで、日本私立学校振興共済事業団の「受配者指定寄付
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金制度」を利用することになり、寄付金額の全額を損金に算入できます。 

 

※ 損金算入日は上図の②寄付金の送金により、日本私立学校振興共済事業団が寄付金を受け

取った日となります。本学園にお振込みいただいた日とは異なりますので、ご注意くださ

い。 

※ 寄付申込書を提出いただいてから、受領書を送付するまで、2 ヶ月程度要します。 


